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議案第１号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第１

１号）(議案書 P1～36) 

歳入歳出それぞれ１，９４７，０３８千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８９，４２２，１６８千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目４ 財政管理費」 

 寄附金を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

「目６ 財産管理費」 

 原油価格の高騰による電気料金への影響や新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策として実施している換気により、市庁舎等における

空調機器の運転時間の増加等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

 寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

「目７ 企画費」 

 企業版ふるさと納税による寄附金等を基金へ積み立てるため、「積

立金」を増額するもの 

「目１３ 文化行政費」 
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 美術館の受変電設備の修繕を行うため、「修繕料」を増額するもの 

 寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

「目１ 戸籍住民基本台帳費」 

 国の補正予算を活用し、マイナンバーカード所有者の転出・転入手

続きワンストップ化を実施するため、住民基本台帳システムの改修を

行うことに伴い、「委託料」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 寄附金を社会福祉協議会が管理する社会福祉基金に積み立てるた

め、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 低所得者に対して行う国民健康保険料の軽減相当額について、当初

の見込みより増額となったことに伴い、「繰出金」を増額するもの 

 介護保険事業特別会計における介護サービス諸費の増額に伴い、「繰

出金」を増額するもの 

 令和２年度の精算に伴う介護保険低所得者保険料軽減負担金の過配

分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 
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「目２ 障がい者福祉費」 

 かながわ自立支援給付費等支払システムの再構築について、機能の

追加や拡充に対する経費を負担するとともに、令和２年度の精算に伴

う自立支援給付費国庫負担金、障害児入所給付費等国庫負担金等の過

配分を返還するため、「負担金補助及び交付金」、「償還金利子及び

割引料」を増額するもの 

 居宅介護、重度訪問介護、生活介護等の利用件数等の増加に伴い、

「扶助費」を増額するもの 

 補装具に係る申請件数等の増加に伴い、「扶助費」を増額するもの 

 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の利用件

数等の増加に伴い、「扶助費」を増額するもの 

「目９ 体育施設費」 

 総合体育館に空調設備を設置するための設計を行うことに伴い、「委

託料」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 国の補正予算を活用し、保育士及び放課後児童支援員等の処遇改善

臨時特例事業の実施を円滑に進めるため、当該事業に従事する職員の



4 

 

「時間外勤務手当」を増額するもの 

 国の補正予算を活用し、保育士等の処遇改善を実施するほか、令和

元年度及び２年度の精算に伴う保育対策総合支援事業費補助金の過配

分を返還するため、「報酬」、「償還金利子及び割引料」を増額する

もの 

 令和２年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金の過配分及び令

和元年度及び２年度の精算に伴う保育対策総合支援事業費補助金の過

配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 令和２年度の精算に伴う子育てのための施設等利用給付交付金等の

過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

「目２ 児童保育費」 

 市外保育所等の利用者増への対応のほか、国の補正予算を活用し、

民間保育所に勤務する保育士等の処遇改善を実施するとともに、令和

元年度の精算に伴う国庫支出金等の過配分を返還することに伴い、「委

託料」、「負担金補助及び交付金」、「償還金利子及び割引料」を増

額するもの 

 認定こども園や新制度移行幼稚園等について、市外利用者増への対
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応のほか、国の補正予算を活用し、保育士等の処遇改善を実施するこ

とに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 小規模保育、事業所内保育及び家庭的保育について、国の補正予算

を活用し、保育士等の処遇改善を実施することに伴い、「負担金補助

及び交付金」を増額するもの 

 令和２年度の精算に伴う子育てのための施設等利用給付交付金等の

過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 令和２年度の精算に伴う子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費

補助金の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額す

るもの 

 令和２年度の精算に伴う子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費

補助金の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額す

るもの 

 令和２年度の精算に伴う母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

（ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費分）の過配分を返還するた

め、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 令和２年度の精算に伴う母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

（ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費分）の過配分を返還するた
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め、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 国の補正予算を活用し、放課後児童支援員等の処遇改善を実施する

ほか、令和２年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金の過配分を

返還するため、「負担金補助及び交付金」、「償還金利子及び割引料」

を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 令和２年度の精算に伴う生活保護費国庫負担金等の過配分を返還す

るため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、休日夜間の

医療提供体制を維持するため、茅ヶ崎医師会及び茅ヶ崎寒川薬剤師会

に対する支援を実施することに伴い、「負担金補助及び交付金」を増

額するもの 

「目２ 予防費」 
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 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の実施について、５

歳から１１歳までの接種に要する経費のほか、３回目接種に伴う時間

外加算等の経費として、「委託料」を増額するもの 

 令和２年度の精算に伴う感染症医療費負担金及び疾病予防事業費等

補助金等の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額

するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、自宅療養者や入院患

者の増加等に対応するため、「通信運搬費」、「使用料及び賃借料」、

「負担金補助及び交付金」、「扶助費」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 産婦健康診査に係る補助券の作成のほか、分娩前ウイルス検査及び

幼児健康診査の個別健診の実施、並びに令和２年度の精算に伴う母子

保健衛生費国庫補助金の過配分を返還するため、「印刷製本費」、「委

託料」、「負担金補助及び交付金」、「償還金利子及び割引料」を増

額するもの 

「目４ 環境衛生費」 

 売電収入、寄附金及びマッチングギフト等を基金へ積み立てるため、

「積立金」を増額するもの 
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「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 有価物売却代金及び寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」

を増額するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う生活支援対策として実

施した生活資金の融資を受けた方への利子及び信用保証料の補助に関

し、令和４年度以降の補助の原資を基金に積み立てるため、「積立金」

を増額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

「目１ 商工振興費」 

 市の要請により閉鎖した茅ヶ崎サザンビーチ西浜駐車場の料金収入

等を補償するため、「補償補填及び賠償金」を増額するほか、県の新

型コロナウイルス対策特別融資を受けた事業者に対する利子補給に関

し、令和４年度以降の補助の原資を基金に積み立てるため、「積立金」
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を増額するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目２ 道路維持費」 

 国の補正予算を活用し、市道の舗装修繕工事を行うため、「委託料」、

「工事請負費」を増額するもの 

「目３ 道路新設改良費」 

 上赤羽根堤線道路改良事業について、歩行者、自転車等の安全性及

び利便性向上を図るため、国の補正予算を活用し、道路拡幅に向けた

用地買収を進めることに伴い、「消耗品費」、「委託料」、「公有財

産購入費」、「補償補填及び賠償金」を増額するもの 

 香川甘沼線道路改良事業について、歩行者、自転車等の安全性及び

利便性向上を図るため、国の補正予算を活用し、道路拡幅に向けた用

地買収を進めることに伴い、「消耗品費」、「委託料」、「公有財産

購入費」を増額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 相模川流域下水道維持管理費負担金について、県における事業見直
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し等により当初予算より減額となることに伴い、「負担金補助及び交

付金」を減額するもの 

「目３ 街路事業費」 

 新国道線街路事業について、用地買収に伴う補償額の増加に伴い、

「補償補填及び賠償金」を増額するもの 

「目４ 緑化推進費」 

 寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

 森林環境譲与税を財源とする事業について、予算の執行状況を踏ま

え、積立を行う額が増加することに伴い、「積立金」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 藤沢市への教育事務委託負担金について、学校管理費及び事務局費

等の不足のほか、国の補正予算を活用し藤沢市が実施する大庭小学校

空調設備更新及び新設工事等により不足が生じたため、「負担金補助

及び交付金」を増額するもの 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 
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 国の補正予算を活用し、茅ヶ崎小学校の北棟校舎東側トイレ改修工

事及び浜之郷小学校の空調設備改修工事を行うため、「工事請負費」

を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、小学校の教

育活動継続に伴う感染症対策や児童の学習を保障するために必要な物

品等を整備するため、「消耗品費」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、小学校の健

康診断及び児童の健康管理に必要な感染防止用品を整備するため、「消

耗品費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 市内の特別支援学級における在籍児童数の平準化を図るため、国の

補正予算を活用し、鶴が台小学校に特別支援学級を設置することに伴

い、「消耗品費」、「工事請負費」、「備品購入費」を増額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 国の補正予算を活用し、第一中学校の南棟校舎トイレ改修工事及び

鶴が台中学校のグラウンド改修工事を行うため、「工事請負費」を増

額するもの 
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、中学校の教

育活動継続に伴う感染症対策や生徒の学習を保障するために必要な物

品等を整備するため、「消耗品費」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、中学校の健

康診断及び生徒の健康管理に必要な感染防止用品を整備するため、「消

耗品費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、中学３年生

の修学旅行を中止したことに伴い、「補償補填及び賠償金」を増額す

るもの 

（歳入） 

「款１１ 地方交付税」 

 歳出の事業の財源として、「普通交付税」を増額するもの 

「款１３ 分担金及び負担金」 

 歳出の事業の財源として、「保育所保育費自己負担金」を増額する

もの 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「保険基盤安定負担金」、「自立支援給
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付費負担金」、「障害児入所給付費等負担金」、「保育所運営費負担

金」、「施設型給付費負担金」、「令和元年度施設等利用費負担金」、

「令和２年度生活保護費負担金」、「感染症患者入院医療費負担金」、

「新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金」、「社会保障・税

番号制度システム整備費補助金」、「保育士等処遇改善臨時特例交付

金」、「母子保健衛生費国庫補助金」、「新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金」、「社会資本整備総合交付金」、「小学校

施設整備費補助金」、「学校保健特別対策事業費補助金」、「中学校

施設整備費補助金」を増額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「保険基盤安定負担金」、「自立支援給

付費負担金」、「障害児施設措置費（給付費等）負担金」、「保育所

運営費負担金」、「施設型給付費負担金」「令和元年度施設等利用費

負担金」、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分）」

を増額するもの 

「款１７ 財産収入」 

 歳出の事業の財源として、「公共施設等再編整備基金利子」、「文

化振興基金利子」を減額するもの 
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「款１８ 寄附金」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金寄附金」、「公共施設等

再編整備基金寄附金」、「文化振興基金寄附金」、「姉妹都市交流基

金寄附金」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略・子育て世代転入促

進事業寄附金」、「社会福祉基金寄附金」、「子ども未来応援基金寄

附金」、「太陽光発電設備普及啓発基金寄附金」、「ごみ減量化・資

源化基金寄附金」、「緑のまちづくり基金寄附金」を増額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金繰入金」を増額するもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

「款２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「太陽光発電売電収入」、「有価物売却

代」を増額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「道路舗装事業債」、「上赤羽根堤線道

路改良事業債」、「香川甘沼線道路改良事業債」、「新国道線街路事

業債」、「義務教育施設整備事業債」を増額するもの 
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 歳出の事業の財源として、「臨時財政対策債」を減額するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「美術館管理運営事業」について、美術館の受変電設備修繕におい

て、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「社会保障・税番号制度推進事業」について、住民基本台帳システ

ムの改修において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

 「職員給与費」（項：社会福祉費）について、住民税非課税世帯等

臨時特別給付金の申請期限が令和４年９月３０日までとなり、給付金

の支給において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

 「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」について、住民税非課税世

帯等臨時特別給付金の申請期限が令和４年９月３０日までとなり、給

付金の支給において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰

り越すもの 

 「住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業事務費」について、

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請期限が令和４年９月３０日

までとなり、給付金の支給において、年度内での完了が見込めないた
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め、次年度へ繰り越すもの 

 「職員給与費」（項：児童福祉費）について、国による子育て世帯

への臨時特別給付金の給付において、令和４年３月に出生した新生児

等への給付に関し、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

 「子育て世帯への臨時特別給付金」について、国による子育て世帯

への臨時特別給付金の給付において、令和４年３月に出生した新生児

等への給付及び基準日以降に離婚等したことにより、現在の養育者が

当該給付金を受給できない場合の給付に関し、年度内の完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費」について、国による

子育て世帯への臨時特別給付金の給付において、令和４年３月に出生

した新生児等への給付及び基準日以降に離婚等したことにより、現在

の養育者が当該給付金を受給できない場合の給付に関し、年度内の完

了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（目：母子衛生費）につい

て、分娩前ウイルス検査及び幼児健康診査の個別健診において、年度

内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 
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 「道路橋りょう総務管理経費」について、茅ケ崎駅北口駅前広場昇

降機設備改修工事において、工事着手前の調査により、追加修繕が必

要となり、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「道路舗装修繕事業」について、舗装修繕工事において、年度内で

の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「道路整備事業」について、道路整備工事において、年度内での完

了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「狭あい道路整備事業」について、狭あい道路整備工事において、

地権者との施工日時の調整に不測の日数を要し、年度内での完了が見

込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「上赤羽根堤線道路改良事業」について、年度内での完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「香川甘沼線道路改良事業」について、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「河川維持管理経費」について、河川浚渫工事において、浚渫した

土砂の含水比が想定より高く、当該比率を下げる作業等に不測の日数

を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「東海岸寒川線街路事業」について、東海岸寒川線の歩道未整備区
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間の用地買収において、用地交渉に不測の日数を要し、年度内での完

了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新国道線街路事業」について、高圧受電設備の補償費算定にあた

り、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内での完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「特別緑地保全地区整備推進事業」について、特別緑地保全地区の

用地買収において、土地所有者との交渉に不測の日数を要し、年度内

での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「消防車両整備事業」について、水上オートバイにおいて、半導体

の供給不足により納期が遅延し、年度内の完了が見込めないため、次

年度へ繰り越すもの 

 「教育事務委託負担金」について、藤沢市への教育事務委託負担金

において、国の補正予算を活用し藤沢市が実施する大庭小学校空調設

備更新及び新設工事等が年度内での完了が見込めないため、次年度へ

繰り越すもの 

 「学校施設整備事業」（項：小学校費）について、茅ヶ崎小学校の

北棟校舎東側トイレ改修工事及び浜之郷小学校の空調設備改修工事に

おいて、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 
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 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（項：小学校費）（目：学

校管理費）について、商品調達に不測の日数を要し、年度内での完了

が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「特別支援学級関係経費」について、鶴が台小学校への特別支援学

級の設置において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

 「学校施設整備事業」（項：中学校費）について、第一中学校の南

棟校舎トイレ改修工事及び鶴が台中学校のグラウンド改修工事におい

て、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（項：中学校費）（目：学

校管理費）について、商品調達に不測の日数を要し、年度内での完了

が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「体育館管理経費」について、総合体育館空調設備設置工事設計業

務委託において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

 「新型コロナウイルスワクチン接種事業」について、新型コロナウ

イルス感染症に係るワクチン接種の実施において、年度内の完了が見

込めないため、次年度へ繰り越すもの 



20 

 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業」について、文化資料

館収蔵資料等引越業務委託において、仕様の決定に不測の日数を要し、

予定した令和３年度分の業務について、年度内での完了が見込めない

ため、次年度へ繰り越すもの 

（債務負担行為の補正） 

 「こども予防接種予診票作成業務委託経費」について、子宮頸がん

予防ワクチンの接種において、接種勧奨の再開に伴う、予診票の作成

や封入封緘業務の追加により、債務負担行為を変更するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「上赤羽根堤線道路改良事業」、「香川

甘沼線道路改良事業」を増額したことに伴い、追加するもの 

 歳出の事業の財源として、「道路舗装事業」、「新国道線街路事業」、

「義務教育施設整備事業」を増額したことに伴い、限度額を変更する

もの 

 歳出の事業の財源として、「臨時財政対策債」を減額したことに伴

い、限度額を変更するもの 

 

 

議案第２号 令和３年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別
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会計補正予算（第２号）(議案書 P37～45) 

歳入歳出それぞれ５５０，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ２２，６３８，２０１千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 保険給付費」 

「項１ 療養諸費」 

「目１ 一般被保険者療養給付費」 

 一般被保険者に対する療養給付費に、当初の見込みを上回る支出が

見込まれるため、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「款６ 国民健康保険運営基金」 

「項１ 国民健康保険運営基金」 

「目１ 国民健康保険運営基金」 

 前年度繰越金を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

（歳入） 

「款１ 国民健康保険料」 

 低所得者に対して行う国民健康保険料軽減相当額が確定し、保険基

盤安定繰入金が増額となることから、一体として算定する国民健康保

険料を減額するもの 
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「款３ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「普通交付金」を増額するもの 

「款５ 繰入金」 

低所得者に対して行う国民健康保険料軽減相当額が確定し、当初の

見込みより増額となることから、「保険基盤安定繰入金」を増額する

もの 

「款６ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

 

議案第３号 令和３年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）(議案書 P46～57) 

歳入歳出それぞれ４０，９８３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ１７，４９０，９９２千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 保険給付費」 

「項１ 保険給付費」 

「目１ 介護サービス諸費」 

介護サービス諸費について、利用実績の増加に伴い、「負担金補助
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及び交付金」を増額するもの 

「款５ 介護保険運営基金」 

「項１ 介護保険運営基金」 

「目１ 介護保険運営基金」 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度に減免を実施

した介護保険料の減収分について、その財源となる特別調整交付金が

追加交付されたことに伴い、減収分を繰り入れていた基金に同交付金

を積み立てるため、「積立金」を増額するもの。 

「款６ 諸支出金」 

「項１ 償還金及び還付加算金」 

「目２ 償還金」 

令和２年度に収入した災害等臨時特例補助金の過配分を返還する

ため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの。 

（歳入） 

「款１ 介護保険料」 

歳出の事業の財源として、「現年度分」を増額するもの 

また、被保険者の介護保険料の減免の財源として交付される、「特別調

整交付金」及び「災害等臨時特例補助金」を歳入することによる財源更正
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に伴い、これらの収入見込額のうち、令和３年度介護保険料の減免分に相

当する額の「現年度分」を減額するもの 

「款３ 国庫支出金」 

歳出の事業等の財源として、「現年度分」、「調整交付金」、「特別調

整交付金」、「災害等臨時特例補助金」を増額するもの 

「款４ 支払基金交付金」 

歳出の事業の財源として、「現年度分」を増額するもの 

「款５ 県支出金」 

歳出の事業の財源として、「介護給付費負担金」を増額するもの 

「款６ 繰入金」 

歳出の事業等の財源として、「介護給付費繰入金」、「介護保険運営基

金繰入金」を増額するもの 

 

議案第４号 令和３年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補

正予算（第２号）(議案書 P58～69) 

第２条「業務の予定量の補正」 

 主要な建設改良費のうち、管渠建設事業費の予定量を４０，００９

千円増額し、９０４，３３８千円とするもの 
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第３条「収益的収入及び支出の補正」 

 収益的収入の既決予定額を７６，７８３千円増額し、５，７５２，

１５５千円とし、収益的支出の既決予定額を６２，４９３千円減額し、

５，１６４，３１１千円とするもの 

内容としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による在

宅時間の増加等の影響により増収する見込みとなった下水道使用料を

増額するとともに、相模川流域下水道維持管理費負担金について、県

における事業見直し等により当初予算より減額となることに伴い、負

担金を減額するもの 

第４条「資本的収入及び支出の補正」 

 資本的収入の既決予定額を４０，０００千円増額し、１，７４９，

００９千円とし、資本的支出の既決予定額を４０，００９千円増額し、

３，６７０，４１７千円とするもの 

 内容としては、国の補正予算を活用し、後年に予定していた事業を

一部前倒しするもの 

第５条「企業債の補正」 

建設改良費の増額に伴い、「公共下水道整備事業」を目的とした起債の

限度額を変更するもの 
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議案第５号 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予算

（第５号）(議案書 P71～79) 

第２条「業務の予定量の補正」 

 年間患者数のうち入院の予定量を９，１２５人減とし、９６，７２

５人とするもの 

 一日平均患者数のうち入院の予定量を２５人減とし、２６５人とす

るとするもの 

第３条「収益的収入及び支出の補正」 

収益的収入の既決予定額を１，７８８，６２２千円増額し、収益的

収入の予定額を１３，８６１，５４４千円とするもの 

収入の内容としては、新型コロナウイルス感染症の影響により減少

する見込みとなった入院収益を減額するとともに、新型コロナウイル

ス感染症患者の受入れによる空床及び休床となった病床への補償とし

て交付される補助金を増額するもの 

 

議案第６号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計予算(別綴り) 

歳入については、市民税では、前年度より１，９２６，３６９千円
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の増、固定資産税や都市計画税でも、併せて７７０，４９７千円の増

となるなど、市税全体では、前年度より２，７０９，２０４千円増の

３６，５３１，２０７千円となる見込み 

 交付金関係については、地方財政対策等における伸び率を参考に、

令和３年度の決算見込み額等に基づいて計上 

 国庫支出金をはじめとした、そのほかの歳入については、所要の額

を見込んだもの 

 歳出については、扶助費などの義務的経費が引き続き増額となる中、

「コロナ禍への対応」、「前期実施計画を見据えた成長戦略の検討」、

「財政健全化緊急対策のさらなる加速化」という基本姿勢のもと、「コ

ロナ禍の教訓を踏まえた事業」、「「暮らしの質」の向上に資する事

業」、「まちの機能維持・強化に必要とされる事業」に限定し、予算

を編成したもの 

 予算総額は、前年度比４．９％増の７６，５５０，０００千円 

 

議案第７号 令和４年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別

会計予算(別綴り) 

 国民健康保険事業の健全な運営と適正な保険医療を推進するため編
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成したもの 

 予算総額は、前年度比２．７％増の２２，６８５，０００千円 

 

議案第８号 令和４年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特

別会計予算(別綴り) 

 後期高齢者の医療保険制度を推進するため編成したもの 

 予算総額は、前年度比８．０％増の４，１６２，０００千円 

 

議案第９号 令和４年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計

予算(別綴り) 

介護保険事業の健全な運営と適正な保険給付及び介護予防事

業を推進するため編成したもの 

 予算総額は、前年度比４．５％増の１７，７０３，０００千円 

 

議案第１０号 令和４年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事

業特別会計予算(別綴り) 

 これまでに借入れをした公共用地先行取得事業債の元金及び

利子の償還のため編成したもの 
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 予算総額は、前年度比０．４％減の７０，０８９千円 

 

議案第１１号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

予算(別綴り) 

 下水道経営の健全化・安定化を図るとともに、生活環境の改善

や水質の保全を図り、市民の快適な住環境、水環境を確保するた

め編成したもの 

 予算総額は、前年度比１４．０％増の１０，１０１，７０４千

円 

 

議案第１２号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計予算(別綴

り) 

 地域の基幹病院として、市民の健康管理と医療福祉を推進する

ため編成したもの 

 予算総額は、前年度比９．３％増の１５，１２８，７２７千円 

 

議案第１３号 茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生基金条例(議

案書 P80～81) 

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を推進することを目的と
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して、茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生基金を設置するためのも

の 

 

議案第１４号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正

する条例(議案書 P82～83) 

 茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略を茅ヶ崎市総合計画

の実施計画に統合することから、茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創

生総合戦略審議会を廃止するためのもの 

 

議案第１５号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正

する条例(議案書 P84～85) 

所期の目的を達成したことから、茅ヶ崎市立病院在り方検討委員会

を廃止するためのもの 

 

議案第１６号 茅ヶ崎市個人情報保護条例の一部を改正

する条例(議案書 P86) 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施

行に伴い、所要の規定を整備するためのもの 
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議案第１７号 茅ヶ崎市職員給与条例及び茅ヶ崎市職員

特殊勤務手当条例の一部を改正する条例(議案書 P87) 

茅ヶ崎市立病院の給食の調理業務を委託することに伴い職務

の内容が変わることとなる職員の給与について、調整措置を講ず

るためのもの 

 

議案第１８号 茅ヶ崎市職員給与条例の一部を改正する

条例(議案書 P88) 

寒川町の消防業務に関する事務の受託に伴う茅ヶ崎市消防署

の組織再編により新たに設けられた職を、職員の職務の級の分類

の基準となるべき職務として定めるためのもの 

 

議案第１９号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例(議案書 P89～90) 

食品衛生法に基づく営業の許可のうち短期間のものに係る審

査の手数料の額を見直すとともに、飲食店営業のうち臨時的な行

事において仮設店舗で簡易な調理をするものの施設についての
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基準を神奈川県が新設したことに伴い当該営業の許可の審査に

ついて手数料を徴収するためのもの 

 

議案第２０号 茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正

する条例(議案書 P91～92) 

国民健康保険法施行令の改正に伴い、未就学児に係る被保険者

均等割額を減額することとする等のためのもの 

 

議案第２１号 茅ヶ崎市道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例(議案書 P93) 

道路占用料の額についての入札により道路を占用する者を決

定できることとすることにより、占用料収入の増加を図るための

もの 

 

議案第２２号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて(議案書 P94～96) 

固定資産評価審査委員会委員に大八木 浩一氏を選任するた

めのもの 
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議案第２３号 動産の取得について (議案書 P97) 

茅ヶ崎市立小中学校 GIGA スクール大型提示装置を取得するた

めのもの 

 

議案第２４号の１、２ 市道路線の廃止について(議案書 P98～

103) 

 １ 高田一丁目地内で、一般交通の用に供する必要がなくなっ

た区間を含む、市道路線を廃止するもの 

 ２ 高田一丁目地内で、一般交通の用に供する必要がなくなっ

た市道路線を廃止するもの 

 

議案第２５号の１～７ 市道路線の認定について(議案書 P104

～124) 

 １ ひばりが丘地内の道路で、大和ハウス工業株式会社が築造

し、本市に帰属したもの 

 ２ 高田一丁目地内で、市道３３７８号線の廃止に伴い、新た

に市道路線として認定するもの 

 ３ 本村五丁目地内の道路で、株式会社マーケットトラストが
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築造し、本市に帰属したもの 

 ４ 円蔵二丁目地内の道路で、株式会社スクーパーが築造し、

本市に帰属したもの 

 ５ 浜之郷地内の道路で、株式会社東栄住宅が築造し、本市に

帰属したもの 

 ６ 今宿地内の道路で、株式会社ラックスエステートが築造

し、本市に帰属したもの 

 ７ 香川三丁目地内の道路で、株式会社東栄住宅が築造し、本

市に帰属したもの 

 

報告第１号 専決処分の報告について(議案書 P125) 

 令和３年１０月８日午前９時３６分頃、東海岸南三丁目９番７号先

において、環境事業センター職員が運転するごみ収集用の軽貨物車が

丁字路を直進中、左から進入してきた相手方車両と接触し、損傷を与

えたため、これに対する修理費を賠償したもの 

 

報告第２号 専決処分の報告について(議案書 P126) 

 令和３年５月２６日午前１１時５０分頃、市役所前広場南側部分に
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おいて、相手方が通路を通行中、敷地内の樹木に巣を作っていたカラ

スに襲われ、負傷したため、これに対する治療費等を賠償したもの 

 


